
北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の供給を促進し、居

住の安定を図ることを目的に、住宅確保要配慮者が入居する住宅確保要配慮者専用賃貸

住宅の家賃低廉化を行う北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業（以下「事

業」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（平成１９年法律第１１２号。以下「法」という。）第２条第１項各号のいずれか

に該当する者をいう。 

（２） 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅 法第９条第１項第７号に規定する住宅をいう。 

（３） 補助対象住宅 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅であり、次条に規定する補助対象

住宅の要件を満たし、家賃低廉化に係る補助の支援を受けることができる住宅をいう。 

（４） 賃貸人 補助対象住宅に係る賃貸借契約書における賃貸人をいう。 

（５） 所得 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）第１条第３号に規定する

収入と同様の方法で算出した額をいう。 

（６） 管理月数 この告示により交付される北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家

賃低廉化事業補助金（以下「家賃低廉化補助金」という。）の対象となる月数をいう。 

 

（補助対象住宅の要件） 

第３条 補助対象住宅は、次に掲げる全ての要件を満たす住宅とする。 

（１） 低廉化前の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない水準以下で

あること。 

（２） 北谷町に所在していること。 

（３） 賃貸の条件が次のアからウまでに定める基準に準じて、適正に定められるもので

あること。 

ア 賃貸人は、入居者を原則として公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。 

イ 賃貸人は、入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居者若しくは同居者

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であることが判明したと

きに補助対象住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること。 



ウ 賃貸人は、次に掲げる場合を除くほか、入居者から権利金、謝金等の金品を受領し、

その他入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。 

（ア） 毎月その月分の家賃を受領する場合 

（イ） 家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合 

（ウ） 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成２１年厚生労働省・

国土交通省告示第１号）三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価

として金銭を受領する場合 

（エ） 終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受

領する場合（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第

５２条の認可を受けた場合に限る。） 

（４） 賃貸人（法人にあっては代表者又は役員、法人格を持たない団体にあっては代表

者。賃貸人から補助対象の管理を委託された者（以下「管理受託者」という。）を含む。）

が暴力団員に該当しないこと。 

 

（入居者の資格） 

第４条 補助対象住宅の入居者は北谷町に在住し、かつ、町税を滞納していない者で、入居

者及び同居者（以下「入居者等」という。）が次のいずれにも該当するものでなければな

らない。 

（１） 入居者等の所得の合計が１５万８千円以下であること。 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４条に規定する住宅扶助（受給開

始の日が属する月の初日から起算して６月以内の場合を除く。）又は生活困窮者自立支

援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第１１条第１項第１号に規定する生

活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。 

（３） 暴力団員に該当していないこと。 

（４） 住宅に困窮していること。 

２ 前項第１号の入居者等の所得の算定は、直近の課税（非課税）証明書により行うものと

する。 

 

（入居資格の確認） 

第５条 補助対象住宅に新たに入居しようとする者（以下「入居予定者」という。）は、入

居資格確認申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければなら

ない。 

（１） 入居資格に係る誓約書兼同意書 

（２） 入居予定者及び同居者全員（１６歳未満の者を除く。）の直近の課税（非課税）

証明書（所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの） 

（３） 入居予定者の納税証明書 



（４） 入居予定者の住民票の写し 

（５） その他町長が必要と認める書類 

２ 入居者は、毎年度６月末日までに、入居資格確認申請書に次に掲げる書類を添えて町長

に申請しなければならない。 

（１） 入居資格に係る誓約書兼同意書 

（２） 入居者等全員（１６歳未満の者を除く。）の当該年度分の課税（非課税）証明書

（所得金額の内訳及び控除の内訳が記載されているもの） 

（３） 入居者の納税証明書 

（４） 入居者等全員の住民票の写し 

（５） その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前２項に規定する申請があったときは、その内容を精査した上、入居資格の認

定の可否を決定し、認定することが適当と認めるときは入居資格認定通知書（第２号様式）

により、認定することが適当でないと認めるときは入居資格不認定通知書（第３号様式）

により申請した入居予定者又は入居者にその旨通知するものとする。 

４ 前項の規定により入居資格の認定を受けた入居予定者又は入居者は、入居資格認定通

知書の通知日から１４日以内に、その写しを賃貸人（入居予定の補助対象住宅の賃貸人を

含む。以下同じ。）又は管理受託者に提出しなければならない。 

 

（世帯員変更） 

第６条 入居者は、出産、死亡、転入、転出又は氏名変更等、入居者等に増減その他の変更

が生じたときは、第４条第１項に規定する入居資格について確認するため、変更が生じた

日から３０日以内に、町長に前条第１項に定める申請を行わなければならない。 

２ 前項の申請に係る町長の認定の可否の決定及びその通知については前条第３項を、入

居者の当該入居資格認定通知の賃貸人又は管理受託者への提出については同条第４項の

規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第３項及び第４項中「入居予定者又は

入居者」とあるのは、「入居者」と読み替える。 

３ 第１項の申請において、新たに同居しようとする者は、町長から入居資格認定通知書に

よる通知を受けた日以後に同居を開始するものとする。ただし、出産による新生児の新た

な同居はこの限りでない。 

 

（名義承継） 

第７条 同居者は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、入居者の名義を承継（以下

「名義承継」という。）することができるものとする。 

（１） 入居者が死亡し、又は入居者が離婚若しくは離縁により補助対象住宅を退去した

場合に、同居者が承継するとき。 

（２） 入居者が、失踪、拘禁、疾病等による長期不在の場合又は行為能力の喪失、その



他町長が認める前号に準じた特別の事情がある場合に、同居者が承継するとき。 

（３） その他町長が認めるとき。 

２ 同居者は、前項の名義承継を行うときは、賃貸人又は管理受託者に次に掲げる書類を提

出しなければならない。 

（１） 名義承継する者の住民票の写し 

（２） その他町長が必要とする書類 

３ 賃貸人は、名義承継があった場合は、名義承継届（第４号様式）に次に掲げる書類を添

えて、速やかに町長に提出しなければならない。 

（１） 名義承継する者の名義で締結した当該補助対象住宅の賃貸借契約書の写し 

（２） 名義承継する者の住民票の写し 

（３） その他町長が必要と認める書類 

 

（家賃低廉化補助金の額及び期間） 

第８条 家賃低廉化補助金の額は、低廉化前の家賃から公営住宅並み家賃の額を差し引い

た額と２万円のいずれか低い額（千円未満の端数は切り捨てる。）に補助対象住宅の管理

月数を乗じて得た額とする。（１月当たりの公営住宅並み家賃は、家賃算定基礎額（公営

住宅法施行令第２条第２項に規定する額）×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数

×利便性係数より算定した額とする。） 

２ 管理月数は、１２０月（１０年）以内とする。 

３ 前項の管理月数は、補助対象住宅についての入居契約による入居日（家賃徴収の始期と

なる日をいう。）が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日である

ときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において補助対象住宅の滅

失等その管理が終了した場合や家賃低廉化に係る補助の支援を受けることができなくな

った場合等においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初

日以外の日であるときはその日の属する月までとする。 

 

（家賃低廉化補助金の交付申請） 

第９条 家賃低廉化補助金の交付を受けようとする賃貸人は、家賃低廉化補助金交付申請

書（第５号様式）に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 家賃低廉化補助金交付申請明細書 

（３） 近傍同種家賃確認書  

（４） 家賃低廉化補助金交付申請に係る誓約書兼同意書 

（５） 賃貸借契約書のひな型 

（６） 賃貸人の代わりに集金管理を行うことを示した証明書（賃貸人が補助対象住宅の

管理を委託している場合に限る。） 



（７） 入居予定者の入居資格認定通知書の写し 

（８） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の交付申請は、第５条第４項の規定による入居資格認定通知書の提出を受けた後、

速やかに行わなければならない。 

３ 次条第１項の規定により家賃低廉化補助金の交付決定を受けた賃貸人は、翌年度も継

続して家賃低廉化補助金の交付を受けようとする場合は、３月末日までに第１項の家賃

低廉化補助金交付申請書に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 家賃低廉化補助金交付申請明細書 

（３） 家賃低廉化補助金交付申請に係る誓約書兼同意書 

（４） 当該家賃低廉化補助金に係る賃貸借契約書の写し 

（５） 入居者の入居資格認定通知書の写し 

（６） その他町長が必要と認める書類 

 

（家賃低廉化補助金の交付決定） 

第１０条 町長は、前条の家賃低廉化補助金交付申請書を受理した場合はその内容を審査

し、家賃低廉化補助金の交付が適当であると認めたときは家賃低廉化補助金交付決定通

知書（第６号様式）により交付申請をした賃貸人に通知するものとする。 

２ 前項の規定は、交付決定の内容を変更した場合に準用する。 

 

（賃貸借契約の締結） 

第１１条 第９条第１項の規定により交付申請をした賃貸人は、前条第１項により家賃低

廉化補助金交付決定通知による通知を受けた日以後に入居予定者と賃貸借契約を締結す

るものとする。 

 

（賃貸借契約書の内容） 

第１２条 賃貸人は、入居予定者と補助対象住宅の賃貸借契約を締結するときは、次に掲げ

る事項を契約の内容に含めなければならない。 

（１） 入居者は、補助対象住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し

てはならないこと。 

（２） 入居者は、補助対象住宅に入居した日から１４日以内に、入居者等の住民票の写

しを賃貸人に提出すること。 

（３） 入居者等に出産、死亡、転入、転出又は氏名変更等により増減その他の変更が生

じたときは、変更が生じた日から３０日以内に、町長に第５条第１項に定める申請を行

わなければならないこと。この場合において、新たに同居（出産による新生児の新たな

同居は除く。）しようとする者は、当該申請に係る入居資格認定通知書による通知を受



けた日以後に同居を開始すること。また、当該申請に係る第５条第３項に規定する入居

資格認定通知書は、その通知を受けた日から１４日以内に、その写しを賃貸人に提出す

ること。 

（４） 入居者が退去する際に、引き続き同居者が入居し続けようとするときは、賃貸人

に通知すること。また、同居者が名義承継をする場合は、賃貸人に第７条第２項に規定

する名義承継に必要な書類を提出すること。 

（５） 入居者は、毎年度６月末までに、第４条第１項に規定する入居資格について確認

するため、町長に第５条第２項に定める申請を行わなければならないこと。また、当該

申請に係る第５条第３項に規定する入居資格認定通知書は、通知日から１４日以内に、

その写しを賃貸人に提出すること。 

（６） 家賃低廉化補助金が交付される場合、家賃額から家賃低廉化補助金の額を控除し

た額を入居者負担額とし、その実施期間は、１２０月（１０年）以内とすること。 

（７） 入居者が不正な行為によって入居したとき、又は入居者若しくは同居者が暴力団

員であることが判明したときに補助対象住宅に係る賃貸借契約を解除すること。 

２ 賃貸人は入居予定者に対し、前項に定める事項について説明しなければならない。 

 

（入居届及び退去届） 

第１３条 賃貸人は、入居予定者と補助対象住宅の賃貸借契約を締結したときは、入居予定

者が補助対象住宅に入居した日から３０日以内に、入居届に次に掲げる書類を添えて、町

長に提出しなければならない。 

（１） 契約締結後の賃貸借契約書の写し 

（２） 補助対象住宅に入居した者全員の住民票の写し 

２ 賃貸人は、入居者が退去した場合、賃貸借契約が終了した場合又は入居者が死亡し、同

居人に名義承継を行わない場合は、退去した日又はその事実を知った日から３０日以内

に、退去届を町長に提出しなければならない。 

 

（事業内容の変更等） 

第１４条 賃貸人は、事業の内容を変更（事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の

細部の変更であって、補助金額又は対象補助期間の変更を伴わない軽微な変更を除く。）

しようとする場合は、家賃低廉化補助金変更交付申請書（第７号様式）に次に定める書類

を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 家賃低廉化補助金交付申請明細書 

（３） 事業の変更事項を証明できる書類 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 賃貸人は、事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、事業中止（廃止）承認申請書



（第８号様式）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（家賃低廉化補助金の完了実績報告） 

第１５条 賃貸人は、事業が完了したときは、その完了の日（事業の中止又は廃止について

町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日）から起算して３０日を経過した日

又は当該年度の３月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告を行わなければならな

い。 

２ 前項の報告は家賃低廉化補助金完了実績報告書（第９号様式）によるものとし、家賃低

廉化補助金実績明細書を添付するものとする。 

 

（家賃低廉化補助金の確定） 

第１６条 町長は、前条第２項の家賃低廉化補助金完了実績報告書等を受理した場合は、そ

の内容を審査し、交付すべき家賃低廉化補助金の額を確定し、賃貸人に家賃低廉化補助金

額確定通知書（第１０号様式）により通知するものとする。 

 

（家賃低廉化補助金の交付請求） 

第１７条 前条の通知を受けた賃貸人は、家賃低廉化補助金交付請求書（第１１号様式）を

速やかに町長に提出しなければならない。 

２ 前項に関わらず賃貸人は、事前に家賃低廉化補助金概算払申出書（第１２号様式）を提

出し町長の承認を受けることで、事業の途中でも家賃低廉化補助金交付請求書により家

賃低廉化補助金の一部を概算払により請求することができる。 

３ 町長は、前項の規定により、概算払の支払いをするときは、あらかじめ家賃低廉化補助

金概算払通知書（第１３号様式）により賃貸人に通知するものとする。 

 

（家賃低廉化補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１８条 町長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、家賃低廉化補助金の全部又は

一部を取り消し、既に家賃低廉化補助金が交付されているときは、家賃低廉化補助金の全

部又は一部を返還させることができる。 

（１） 第３条に規定する補助対象住宅の要件のいずれかを満たしていないと認められ

たとき。 

（２） 入居者等が、第４条第１項に規定する入居資格のいずれかに該当していないと認

められたとき。 

（３） 賃貸人又は管理受託者が、偽りその他不正な手段により、家賃低廉化補助金の交

付を受けたとき。 

（４） この告示の規定に違反したとき。 

２ 町長は、前項の規定により家賃低廉化補助金の全部又は一部を取り消したときは、家賃



低廉化補助金取消通知書（第１４号様式）により賃貸人又は管理受託者に通知するものと

する。 

３ 町長は、第１項の規定により家賃低廉化補助金の返還が生じたときは、期限を付して当

該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、賃貸人は、遅延

なくこれを町長に返還しなければならない。 

 

（家賃低廉化補助金の申請等の代行） 

第１９条 管理受託者は、賃貸人の委任を受けて第７条第３項、第９条、第１２条、第１３

条、第１４条、第１５条及び第１７条の業務を賃貸人に代わって行うことができる。 

 

（家賃低廉化補助金の継続必要性の審査） 

第２０条 同一入居者について３年を超えて家賃低廉化補助を行う場合は、町長は、３年ご

とに当該入居者の当該補助の継続必要性の審査を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第２１条 賃貸人及び管理受託者は、事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはな

らない。賃貸人又は管理受託者でなくなった場合も同様とする。 

 

（添付書類の省略） 

第２２条 町長は、この告示による申請書等に添付する書類により確認する事項を公簿等

により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

 

（その他） 

第２３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

この告示は、令和７年１１月１日から施行する。 



第１号様式（第５条・第６条関係） 

 

入居資格確認申請書（新規・継続・変更） 

 

年 月 日 

 

 北谷町長 様               

 申請者 住  所             

氏  名             

 電話番号             

 

北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱第５条第１項、第

５条第２項又は第６条第１項の規定に基づき、入居資格の確認について次のとおり申請い

たします。 

 

１ 入居者等に関すること 

続 柄 氏 名 生 年 月 日 年 齢 所 得 金 額 

申 請 者    円 

    円 

    円 

    円 

所得金額の合計 円 

 

２ 補助対象住宅に関すること（入居前の場合は、入居予定物件について記載して下さい。） 

住 宅 の 名 称  部 屋 番 号  

住宅の所在地  

住 宅 の 家 賃 

（補助前の額） 

 

  

 

 

 

 

 



第２号様式（第５条・第６条関係） 

第   号 

年 月 日  

 

 

        様 

北谷町長            

 

入居資格認定通知書（新規・継続・変更） 

 

 

年 月 日付けで申請のありました入居者資格確認申請につきまして、北谷町住宅

確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）（第５

条第３項・第６条第２項）の規定に基づき、入居資格の確認を行い認定しましたので、下記

のとおり通知します。 

 

                  記 

 

１ 入居者等（入居前の場合は、入居予定者等） 

続 柄 氏   名 

申請者  

  

  

２ 補助対象住宅（入居前の場合は、入居予定物件） 

住 宅 の 名 称  部 屋 番 号  

住宅の所在地  

住 宅 の 家 賃 

（補助前の額） 

 入居者負担額  

【注意事項】 

（１） 本通知書は入居資格の認定を通知するものであり、補助対象住宅への入居を保証

するものではありません。 

（２） 要綱第５条第１項の申請による入居者資格の認定結果については、本通知書の交

付があった日の翌５月末日までに補助対象住宅の賃貸借契約を締結した者に限り有効と

します。 

（３） １に記載した入居者等及び入居予定者等のみが入居できるものとします。 

（４） 要綱第５条第２項の申請による入居者資格の認定結果については、本通知の通知

日の属する年度の８月１日から適用するものとします。 



第３号様式（第５条・第６条関係） 

第    号 

年  月  日  

 

 

        様 

北谷町長            

 

入居資格不認定通知書（新規・継続・変更） 

 

 

年 月 日付けで申請のありました入居者資格確認申請につきまして、北谷町住宅確

保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）（第５条

第３項・第６条第２項）の規定に基づき、入居資格の確認を行い不認定となりましたので、

下記のとおり通知します。 

 

                  記 

 

 

不認定の理由：要綱第４条第１項第 号の規定にある資格を満たしていないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

名義承継届 

 

年 月 日 

 

北谷町長 様 

（賃貸人）             

住  所             

氏  名             

電話番号             

 

北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付要綱第７条第３項の規

定に基づき、以下の補助対象住宅について、名義承継について届け出ます。 

 

１ 対象となる補助対象住宅 

登 録 番 号  

住 宅 の 名 称  

住宅の所在地  

部 屋 番 号  

 

２ 名義承継事項 

変 更 前 の 
契 約 者 

 

変 更 後 の 
契 約 者 

 

変 更 理 由  

 

【添付書類】 

(１) 名義を承継する者の名義で締結した当該補助対象住宅の賃貸借契約書の写し 

(２) 名義を承継する者の住民票の写し 

(３) その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９条関係） 

 

家賃低廉化補助金交付申請書 

 

 年 月 日  

 

北谷町長 様                                     

申請者 住  所             

氏  名             

電話番号             

 

北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金の交付について、北谷町住宅確

保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱第９条（第１項・第３項）の規定に基づ

き、次のとおり申請いたします。 

 

補助年度 

 年度 

補助事業等の経費所要額 
 

   円 

補助金額 
 

円 

事業の期間 

   年  月  日 ～    年  月  日 （予定） 

添付書類（※翌年度も継続して家賃低廉化補助金の交付を受ける場合は、１、２、４及

び当該家賃低廉化補助金に係る賃貸借契約書の写し） 

１ 事業計画書 

２ 家賃低廉化補助金交付申請明細書 

３ 近傍同種家賃確認書 

４ 家賃低廉化補助金交付申請に係る誓約書兼同意書 

５ 賃貸借契約書のひな型 

６ 賃貸人の代わりに集金管理を行うことを示した証明書（賃貸人が補助対象住宅の

管理を委任している場合に限る。） 

７ その他町長が必要と認める書類 



第６号様式（第１０条・第１４条関係） 

北谷町指令第    号 

年  月  日  

 

 

        様 

北谷町長            

 

家賃低廉化補助金交付決定通知書 

   

 

年  月  日付けで申請のあった北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低

廉化事業補助金については、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金

交付要綱第１０条（第１項・第２項）の規定により、下記のとおり交付します。 

 

    

記 

 

１ 補助金の交付決定額は次のとおりとする。 

交付決定額 変更交付決定額 摘要 

         円 

 

          円 

 

       

 

２ 補助金の額の確定は、交付決定額の範囲内で、補助金を充てた事業の当該年度の事業費

の実績額に基づいた額をもって行うものとする。 

３ 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助金を充てる事業の実施について、次のいずれかに該当するときは、あらかじ

め町長の承認又は指示を受けること。 

イ 補助事業等の内容の変更をするとき 

ロ 補助事業等を中止し、又は廃止するとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１４条関係） 

 

家賃低廉化補助金変更交付申請書 

 

 年 月 日  

 

北谷町長 様                             

申請者 住  所              

氏  名              

電話番号               

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を受けた北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金に係る事業について、次のとおり変更したいので、北

谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱第１４条第１項の規定に基

づき申請いたします。 

 

 

 

 

 

 

補 助 事 業 等 の 

経 費 所 要 額 

 

 

補 助 金 等 の 額 
 

変 更 

の 理 由 

 

変 更 の 内 容 

 

添 付 書 類 

(１) 事業計画書 

(２) 家賃低廉化補助金等交付申請明細書 

(３) その他変更事項を証明できる書類 

(４) その他町長が必要と認める書類 

摘 要 

 

 

 



第８号様式（第１４条関係） 

 

事業中止（廃止）承認申請書 

 

 年 月 日  

 

北谷町長 様                             

申請者 住  所                 

氏  名             

電話番号             

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を受けた北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金に係る事業について、次のとおり中止又は廃止した

いので、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱第１４条第２項

の規定に基づき申請いたします。 

 

 

補 助 事 業 等 の 

経 費 所 要 額 

 

 

補 助 金 等 の 額 

 

中 止 、 廃 止 

の 理 由 

 

変 更 の 内 容 

 

添 付 書 類  

摘 要 
 

 



第９号様式（第１５条関係） 

 

 

家賃低廉化補助金完了実績報告書 

 

  年  月  日 

北谷町長 様 

                   申請者 住  所                 

氏  名             

電話番号             

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を受けた北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金に係る事業が完了したので、北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱第１５条の規定に基づき報告いたします。 

 

住 宅 の 名 称  

住 宅 の 所 在 地  

補助事業等の経費精算額          円 

補助金等の交付決定通知額          円 

補 助 金 等 の 最 終 交 付 日 年  月  日 

着 手 期 日 年  月  日 

完 了 期 日 年  月  日 

添 付 書 類 家賃低廉化補助金実績明細書 



第１０号様式（第１６条関係） 

北谷町指令第   号 

年 月 日  

 

 

        様 

北谷町長            

 

家賃低廉化補助金額確定通知書 

 

 

   年 月 日付けで完了実績報告のありました北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅

家賃低廉化事業について北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金交付

要綱第１６条の規定により、補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

確 定 金 額        金        円 

 

交付決定額         金        円 

 

返 還 金 額        金        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１７条関係） 

 
家賃低廉化補助金交付請求書 

 
年 月 日   

 
北谷町長 様 

申請者 住  所                 

氏  名             

電話番号             

 

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を受けた北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金について、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家

賃低廉化補助金交付要綱第１７条第１項の規定に基づき請求いたします。 

 

① 補助金等の交付決定通知額 
 

円 

③ 今回交付請求額 
 

円 

② 既交付額 
 

円 

未交付額〔①－（②＋③）〕 
 

円 

既交付額の内訳 
 

  年  月  日      円交付  年  月  日      円交付 
 
  年  月  日      円交付  年  月  日      円交付 
 
  年  月  日      円交付  年  月  日      円交付 
  
  年  月  日      円交付  年  月  日      円交付 

 

振 

込 

先 

金融機関の名称  

預 金 の 種 類  

口 座 番 号  

名
義
人 

フリガナ  

氏  名  

備考    

 



第１２号様式（第１７条関係） 

 

家賃低廉化補助金概算払申出書 

 

 年 月 日  

 

北谷町長 様 

申請者 住  所                 

氏  名             

電話番号             

 

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を受けた北谷町住宅確保要配慮

者専用賃貸住宅家賃低廉化事業補助金について、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家

賃低廉化補助金交付要綱第１７条第２項の規定に基づき、下記のとおり概算払を請求しま

す。 

記 

 

１ 交付決定額   金     円 

 

２ 概算払希望時期・概算払希望額 （一部、分割の場合） 

          年  月 金     円 

          年  月 金     円 

          年  月 金     円 

              計 金     円 

 

 
 



第１３号様式（第１７条関係） 

第   号 

年 月 日  

 

 

        様 

北谷町長            

 

家賃低廉化補助金概算払通知書  

 

 

年  月  日付け北谷町指令第  号で交付決定を行った補助事業等について

は、下記のとおり概算払を行いますので、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉

化事業補助金交付要綱第１７条第３項の規定により下記のとおり通知します。  

 

 

記  

 

１ 交付決定額    金     円  

２ 概算払額    第  回  年  月  日  金     円  

第  回  年  月  日  金     円  

第  回  年  月  日  金     円  

第  回  年  月  日  金     円  

計   金     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１４号様式（第１８条関係） 

第   号  

年 月 日 

 

  

        様 

                                      北谷町長 

 

家賃低廉化事業補助金取消通知書 

 

 

  年 月 日付け北谷町指令第  号で交付決定された北谷町住宅確保要配慮者専用賃

貸住宅家賃低廉化事業補助金については、北谷町住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉

化事業補助金交付要綱第１８条第１項の規定により、交付決定額の（全部・一部）を取り消

したので、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 取消しの額               円 

 

３ 取消しの理由 

 

 


